
認定講習 考え方の整理
(経過措置期間血に新規に登録する団体)

運転者は経過措置期間が終わるまでに講習を受ければ(要件を備えれば)良い
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注1:自主講習(B)は、認定を受けた講習実施者が、当該認定を受ける前に実施した講習
注2:旧80条許可を受けた他の団体で従事していた運転者
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